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西
膏
・
十
六
園
時
代
に
お
け
る
河
西
地
方
の
動
向
と
特
質

|
|
敦
煙
墓
か
ら
み
た
|

|

井

上

徳

子

五
胡
十
六
園
時
代
、
河
西
地
方
に
は
前
涼
、
後
涼
、
南
涼
、
西
涼
、
北
涼
の

い
わ
ゆ
る
五
涼
が
出
現
し
、
そ
れ
ら
が
互
い
に
窃
を
競
っ
た
。
こ
れ
ら
の
五
涼

政
権
に
は
在
地
の
豪
族
勢
力
が
参
査
し
て
い
る
と
さ
れ
、
何
ら
か
の
手
段
で
震

政
者
の
地
位
を
獲
得
し
た
者
を
、
河
西
豪
族
が
バ
ッ
ク
ア
ッ
プ
す
る
と
い
う
図

式
が
想
定
さ
れ
て
き
た
。
し
か
し
、
五
涼
政
権
の
す
べ
て
が
こ
の
構
造
を
持
つ

わ
け
で
は
な
く
、
ま
た
史
料
に
み
え
る
篤
政
者
側
の
河
西
地
方
に
濁
す
る
意

識
、
河
西
人
土
の
政
権
に
制
到
す
る
意
識
も
一
様
で
な
い
。
こ
の
よ
う
な
な
か

で
、
河
西
人
土
の
支
持
を
受
け
た
政
権
に
お
い
て
、
「
河
西
地
方
は
統
一
さ
れ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
い
う
意
識
が
紹
え
ず
前
面
に
出
る
こ
と
は
注
目
に
値

す
る
。
寅
際
、
地
理
的
な
要
因
か
ら
も
、
こ
の
地
域
を
一
つ
の
纏
ま
っ
た
も
の

と
し
て
扱
い
が
ち
で
あ
る
。

し
か
し
、
一
方
で
、
西
菅
か
ら
十
六
園
時
代
の
墓
葬
の
夜
掘
報
告
を
分
析
し

て
い
く
と
、
河
西
地
方
内
の
武
威
、
敦
爆
な
ど
の
諸
地
域
の
聞
に
は
共
通
性
よ

り
む
し
ろ
、
異
質
性
が
際
立
っ
て
お
り
、
こ
の
異
質
性
は
、
諸
地
域
の
祉
舎
の

特
質
と
は
不
可
分
な
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
報
告
で
は
、
従
来
知
ら
れ
て
い
た

敦
煙
豚
減
の
東
に
庚
が
る
新
庖
憂

・
義
国
割
問
・
傍
爺
廟
の
古
墓
群
に
加
え
て
、

一
九
九
四
年
に
報
告
書
が
公
刊
さ
れ
た
勝
城
西
側
に
庚
が
る
郡
家
湾
の
古
墓
群

の
分
析
に
燭
れ
つ
つ
、
こ
の
時
期
の
河
西
地
方
の
統
一
性
と
非
統
一
性
に
つ
い

て
検
討
を
加
え
た
い
。
こ
の
検
討
が
五
涼
政
権
の
性
格
を
把
揮
す
る
上
で
の
一

助
と
な
る
と
考
え
る
か
ら
で
あ
る
。

宋
代
の
監
司
と
地
方
官
監
察

青

木

敦

一一
帝
政
時
代
中
閣
の
地
方
行
政
組
織
の
鑓
化
を
、
人
口
増
や
地
方
位
舎
の
活
力

の
上
昇
に
伴
う
、
地
方
化
の
傾
向
と
し
て
捉
え
る
見
方
が
存
在
す
る
。
そ
の
一

つ
の
根
嬢
は
、
省
に
代
表
さ
れ
る
、
庚
域
地
方
行
政
の
確
立
で
あ
る
。

宋
代
に
は
、
路
と
い
う
地
方
匿
分
に
、
監
司
等
の
機
関
が
常
置
さ
れ
た
。
し

か
し
、
こ
の
監
司
の
意
味
や
機
能
に
つ
い
て
の
従
来
の
認
識
は
不
十
分
で
あ

る
。
た
と
え
ば
宋
人
に
と
っ
て
監
察
は
ク
地
方
官
(
州
豚
官
)
監
司
ヘ
今
中

央
官
|
蓋
諌
(
御
史
・
諌
官

γ
と
い
う
型
が
理
想
で
あ
り
、
こ
れ
ま
で
の
研

究
で
も
こ
れ
を
寅
態
と
し
て
考
え
が
ち
で
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
が
『
宋
舎
要
』

「融
降
官
」
の
事
例
の
統
計
な
ど
で
は
州
豚
官
の
不
法
行
潟
等
も
約
字
数
は
肇

諌
に
よ
っ
て
監
察
(
顔
劾
〉
さ
れ
て
お
り
、
人
事
面
で
の
監
司
の
働
き
は
甚
だ

不
充
分
で
あ
っ
た
。
こ
の
理
想
と
現
貨
と
の
ズ
レ
に
つ
い
て
南
宋
朝
で
は
様
々

な
議
論
が
行
わ
れ
て
お
り
、
そ
こ
か
ら
は
既
に
蛍
時
の
地
方
の
諸
問
題
が
、
御

史
職
を
帯
び
な
い
監
司
で
は
な
く
、
直
接
中
央
の
御
史
に
も
た
ら
さ
れ
る
こ
と

が
多
か
っ
た
状
況
が
見
て
取
れ
る
。
監
司
制
度
の
機
能
不
全
の
一
因
は
、
明
ら

か
に
中
央
政
治
で
は
な
く
地
方
政
治
の
側
に
存
在
し
た
。
ま
た
州
豚
官
の
監
察

を
御
史
か
ら
監
司
に
一
元
化
し
よ
う
と
す
る
政
策
も
幾
っ
か
行
わ
れ
た
。
冒
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